
静岡県新型インフルエンザ等対策行動計画（県行動計画）の改定に係る意見照会
(静岡県健康福祉部医療局感染症対策課)

１ 要旨

○国、都道府県、市町村は新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対策特措法に基づきそれぞれ行動

計画を策定(平成 25 年度策定)

○県は行動計画の本年度中の改定を予定

○計画に事業者の皆様に関連する内容があるため、御意見をいただきたい

２ 県行動計画における新型インフルエンザ等対策の目的

※（２）太枠部分が事業者の皆様に関連する内容

３ 意見提出方法

以下の意見提出専用サイトにアクセスいただきインターネットにて御回

答ください。

（意見提出専用サイト：依頼の概要や計画素案等の関係資料も添付してあります）

https://apply.e-tumo.jp/pref-shizuoka-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13889

４ 期限

令和６年 11 月 29 日（金）

５ その他

今回頂いた御意見もふまえて素案を作成し、12 月以降パブリックコメン

トを実施する予定です。なおパブリックコメントでの意見提出も可能です。

６ 問い合わせ

担 当 静岡県健康福祉部医療局感染症対策課（県庁駐在）

電話番号 ０５４－２２１－２４０２

メールアドレス byouin-kyoutei@pref.shizuoka.lg.jp

（１）感染拡大を可能な限り抑制し県民の生命及び健康を保護する

○感染拡大を抑えて、流行のピークを遅らせ、医療提供体制の整備やワク

チン製造等のための時間を確保する。

○適切な医療の提供により、重症者数や死亡者数を減らす。 等

（２）県民の生活及び地域経済に及ぼす影響が最小となるようにする

○感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替えを円滑

に行うことにより、県民生活及び社会経済活動への影響を軽減する。 

○県民生活及び地域経済の安定を確保する。 

○地域での感染対策等により、欠勤者等の数を減らす。 

○事業継続計画の作成や実施等により、医療の提供の業務又は県民生活及

び地域経済の安定に寄与する業務の維持に努める。


